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監  査  公  表    地方自治法第２４２条第１項の規定に基づき提出された加古川市職員措置請求 
（令和２年３月１１日付け受理）について、同条第５項の規定により監査を実施 
した結果を次のとおり公表します。   
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１ 請求の受理 

  加古川市職員措置請求（以下「本請求」という。）について、令和２年３月２７日

に監査委員において協議し、令和２年３月１１日付けでこれを受理することを決定し

た。 

 

２ 請求の要旨 

  本請求の要旨は次のとおりである。 

加古川市は、平成２７年４月１日、事業者Ａとの間で、加古川市が指定した資源ご

みステーションに排出されたびん類の収集・運搬及び再資源化を行う業務（以下「本

件業務」という。）を委託する契約（以下「本件委託契約」という。）を締結した。

請求人は、事業者Ａが「本件委託契約書添付の業務仕様書（以下「本件仕様書」とい

う。）に適合しない業務処理を行っている」として、加古川市職員に対し事実関係の

調査及び確認を要請したが、加古川市は事実確認及び是正をせず、違法不当な契約の

履行状態を放置している。 

  よって、当該業務処理について、次の（１）から（３）までの措置を求める。 

（１）事実関係を調査及び確認した上で、早急に違法不当な履行状態を是正するよう加

古川市長に求める。 

（２）前記（１）の前提として、次の①～③の事項について、詳細な調査及び報告を書

面にて、請求人に対して行うよう求める。 

  ① 事業者Ａが、自社のトラックを使用して、びん類を引取業者の施設に搬入して

いたことの事実関係を調査及び確認した上で、その資料を添付した書面にて報告

すること。 

また、搬入に必要な費用負担の実態（運搬費用を誰が負担しているのか。）を

書面にて報告すること。 

  ② 本件仕様書３（７）に記載されている「１０トン車に積み込める量になる場合

に、発注者に報告を行う。発注者は、報告に基づき、引取業者と連絡をとり引取

物件の引き渡しの日時を決め、受注者に連絡する。」との報告や連絡が、実際に

行われていたか否かの事実関係の調査及び確認をした上で、その資料を添付した

書面にて報告すること。 
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  ③ 通常、引取業者に対象物件が引き渡された場合には、搬入時の計量伝票等が発

行されるところ、加古川市が引取業者から徴求しているはずの計量伝票等の存在

の有無につき、計量伝票等を徴求している場合には、計量伝票の写しを添付して

書面にて報告すること。 

    また、仮に、計量伝票等を徴求していない場合には、引取業者の引取量を確認

する手立てを講じた上で、その確認の手立ての方法及び引取量を書面にて報告す

ること。 

（３）仮に、本件仕様書に適合しない業務処理の事実が確認された場合は、加古川市に

おいて、本件委託契約書第１条に違反する本件業務を継続させて、違法不当な履行

状況を放置した行政上の責任について、加古川市長及び担当者の処分を含めて、如

何なる責任を果たすのかを、請求人に対して書面にて報告するよう求める。 

また、加古川市として、違法不当な業務処理を行った受注業者である事業者Ａに

対して、如何なる行政上の対応・処分を行うのかを、請求人に対して書面にて報告

するよう求める。 

 

３ 監査の実施 

（１）監査の対象 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第１項に規定する住民監査請

求は、普通地方公共団体の住民が、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又

は当該普通地方公共団体の職員による、違法若しくは不当な財務会計上の行為又は

怠る事実があると認めるときに、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当

該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体

が被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求できる制度であ

る。なお、同条第２項の規定により、当該行為のあった日又は終わった日から１年

を経過したときは、請求することができないこととされている。 

   したがって、本請求の監査対象は、次のとおりとする。 

① 本件委託契約における加古川市の履行状況 

本請求のあった日から過去１年以内における加古川市の本件委託契約の履行状

況、すなわち、本件委託契約書及び本件仕様書に基づき、加古川市が行った、事
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業者Ａの本件業務の履行状況の確認及びそれに基づく委託料の支払状況につい

て。 

② 加古川市の損害発生状況 

本請求のあった日から過去１年以内に、本件委託契約の履行により加古川市に

損害が発生したか、又は損害が発生するおそれがあるか否かについて。 

 

（２）監査の実施方法 

   加古川市職員措置請求書及び提出された事実を証する書面並びに請求人の陳述

（令和２年４月１４日）、関係する環境部職員（以下「関係職員」という。）に対

する事情聴取（令和２年４月１４日）並びに関係書類の調査を基に、監査を行っ

た。 

 

４ 監査を実施した監査委員 

    加古川市監査委員  藤 田 隆 司 

    加古川市監査委員  大 塚 隆 史 

    加古川市監査委員  松 本 裕 之 

    加古川市監査委員  桃 井 祥 子 

 

５ 監査の結果 

 （結 論） 

本請求を却下する。 

 

（事実の確認及び判断） 

（１）本件業務内容及び本件委託契約の変更について 

   本件業務内容については、本件仕様書により、「びん類の収集及び運搬業務」と

「びん類の再資源化業務」に大別できる。 

   「びん類の収集及び運搬業務」は、全市域を２０地区に分け、地区毎に月１回の

収集となるよう、月２０日間、月曜日から土曜日まで、午前８時から午後４時４５

分までの時間帯において、加古川市内の資源ごみステーションからびん類を事業者
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Ａの車両により収集し、事業者Ａの保管場所まで運搬する業務である。 

   「びん類の再資源化業務」は、事業者Ａの保管場所において、びん類を無色のび

ん、茶色のびん、その他の色のびんに選別、保管し、容器包装に係る分別収集及び

再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第１１２号）に規定する指定法人に

引き渡す業務である。 

この引き渡しに関しては、加古川市と同指定法人である事業者Ｂの間で締結して

いるびん再商品化業務に係る委託契約に基づき、再商品化事業者である引取業者

が、事業者Ａの保管場所において、原則として分別基準適合物（以下「引取物件」

という。）それぞれ１０トン車１台程度を単位として引き取りを行うこととなって

いる。 

そのため、本件仕様書では、「事業者Ａは、再資源化業務を経てできた引取物件

が、原則として色毎に１０トン車に積み込める量になる場合に、加古川市に報告を

行う。加古川市は、報告に基づき、引取業者と連絡をとり引取物件の引き渡しの日

時を決め、事業者Ａに連絡する。事業者Ａは、引取業者と協力して、色毎に１０ト

ン車へ積み込み作業を行うこと」とされている。 

   請求人は、この引き渡し業務において、「事業者Ａが引取物件を事業者Ａの１０

トン車ではないトラックに積載して引取業者の施設に搬入していることを現認し

た」として、本件仕様書に適合しない業務処理がなされていると主張する。さら

に、「関係職員に対し本件仕様書に適合しない業務処理が行われている事実を指摘

した上で、事実関係の調査及び確認を要請したが、真摯に対応することもなく、本

件仕様書に適合しない業務処理が何ら是正されていないまま、違法不当な契約の履

行状態を放置している」と主張する。 

   そこで、関係職員の事情聴取等により事実関係を調査したところ、前述のように

請求人が主張する本件仕様書に適合しない業務処理が、実際に行われていることを

確認した。 

関係職員は、そのような業務処理が行われている理由について、「本件委託契約

の際に、事業者Ａから、本件仕様書に記載されている方法と異なり、事業者Ａが引

取業者へ引取物件の搬入を行うことにより引き渡し業務を行いたい旨の申出があ

り、加古川市はこの申出を了承した。そのため、本件仕様書３（７）「引取業者へ
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の引き渡し」に記載の業務内容の変更は、書面を取り交わしてはいないものの、双

方合意の上で、本件委託契約書第７条第１項に基づき契約変更を行っていることか

ら、請求人が主張する違法不当な履行状態を放置しているものではない」と主張し

ている。そして、この契約変更の結果、引取業者への引き渡しについては、平成２

７年４月１日の本件委託契約の履行開始日から本請求のあった日まで、本件仕様書

に記載された方法でなく、事業者Ａが毎月２０日間、びん類を収集し、色毎に選

別・計量した後、同日に引取業者へ搬入していることを関係職員は認めている。さ

らに、引取業者への搬入については、本件業務委託内容に含まれておらず、当然当

該委託料の積算には入っていないことから、事業者Ａが搬入に係る費用を負担して

いることを関係職員は認めている。 

前述のとおり、関係職員は、本件業務内容の変更は、書面を取り交わしてはいな

いものの、本件委託契約書第７条第１項に基づき変更したものであるから「違法不

当な履行状態」とは言えないと主張している。しかしながら、地方自治法第２３４

条第５項では、「普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合において

は、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、

契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しないものとする」と規定されて

おり、変更契約も同様に本条項が適用される。また、業務委託契約における仕様書

は、委託者が業務を委託するにあたり、契約書への記載に代えて実施方法や実施条

件などの詳細を記載するもので、契約書と一体のものであると解すべきである。さ

らに本件委託契約書第１条第１項においても、「加古川市及び事業者Ａは頭書記載

の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙仕様書に従いこれを履行

しなければならない」と定められている。 

したがって、関係職員が主張する契約変更については、加古川市と事業者Ａとの

間に合意があるとしても、書面を取り交わしていないことは、地方自治法第２３４

条第５項の規定に照らして不適法であると言わざるを得ない。 

 

（２）本件委託契約における加古川市の履行状況について 

   本件委託契約書第９条では、「事業者Ａは、毎月の業務が完了したときは、仕様

書に従い、翌月７日までにその月分の収集量を加古川市に報告しなければならな
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い」と定められており、本件仕様書において、同条に基づく報告書として、「びん

類収集作業日報」及び「地区別収集状況報告書（月報）」が指定されている。そし

て、同契約書第１０条では、「事業者Ａは、提出した報告に基づき、その月分の業

務委託料の支払いを加古川市に請求するもの」とし、「加古川市は、その請求を受

けたときは、その日から起算して３０日以内に業務委託料を支払うもの」と定めら

れている。 

   そこで、本請求のあった日から過去１年以内の加古川市の本件委託契約の履行状

況を確認するため、「びん類収集作業日報」及び「地区別収集状況報告書（月

報）」、委託料の支払に係る支出命令書について調査したところ、各月の収集状況

等は表１のとおりであり、本件業務の履行状況の確認及び委託料の支払については

遅滞なく履行されていることを確認した。 

 

 

   表１：各月の収集状況及び委託料の支払状況 

収集 

年月 

無色 

（ｋｇ） 

茶色 

（ｋｇ） 

その他 

（ｋｇ） 

検査 

検収日 

委託料 

（円） 

請求日 支払日 

2019年 

２月 45,580 28,550 19,780 ３月５日 1,077,192 ３月５日 ３月18日 

３月 46,330 26,840 16,680 ３月31日 1,077,192 ４月３日 ４月16日 

４月 50,660 29,370 16,960 ５月８日 1,077,192 ５月８日 ５月16日 

５月 57,860 33,440 19,110 ６月５日 1,077,192 ６月５日 ６月17日 

６月 57,680 34,960 17,800 ７月４日 1,077,192 ７月４日 ７月16日 

７月 45,950 29,280 14,320 ８月５日 1,077,192 ８月５日 ８月16日 

８月 52,130 35,530 15,650 ９月４日 1,077,192 ９月４日 ９月17日 

９月 55,660 37,170 16,780 ９月30日 1,077,192 10月３日 10月18日 

10月 45,810 30,590 13,850 11月７日 1,097,140 11月７日 11月18日 

11月 50,360 32,460 16,370 12月３日 1,097,140 12月３日 12月16日 

12月 53,840 30,590 17,150 １月７日 1,097,140 １月７日 １月16日 
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2020年 

１月 56,980 33,310 26,520 ２月４日 1,097,140 ２月４日 ２月17日 

２月 43,890 26,610 18,100 ３月４日 1,097,140 ３月４日 ３月16日 

３月 46,580 26,750 17,130 ３月31日 1,097,140 ３月31日 ４月14日 

 

   なお、請求人は、引き渡し業務に関し、引取業者が発行した計量伝票等を加古川

市が徴求するなど、引取業者の引取量を確認する方法について書面報告を求めてい

るが、加古川市と事業者Ｂとのびん再商品化業務に係る委託契約においては、加古

川市が事業者Ｂへ引取量を報告することとなっている。加古川市から事業者Ｂへ報

告する引取量は、事業者Ａから加古川市へ報告された数値を基としており、加古川

市は引取業者が発行する計量伝票の徴求を行っていないことを確認した。 

 

（３）加古川市の損害発生状況について 

住民監査請求の監査対象となる行為等は、平成６年９月８日の最高裁判所判決に

より確定した平成５年８月５日福岡地方裁判所判決において、「地方公共団体に積

極消極の損害を与えひいては住民全体の利益に反するものでなければならないとい

うべきである」さらに、「違法、不当な事由があるとしても、それが地方公共団体

である市に損害をもたらすような関係にはないことが明らかであって住民監査請求

の対象となる行為等には該当しない」と判示されている。 

そこで本件委託契約の履行に伴う損害の発生の有無について確認した。本件業務

内容は、本件仕様書の基本的事項において記載のとおり、ごみ減量化と資源の再利

用の促進のため、加古川市が指定した資源ごみステーションに排出されたびん類の

収集・運搬及び再資源化業務であり、そのうち、引取業者への引き渡しについては

本件仕様書と相違はあるものの、表１のとおり、本件委託契約に基づき、滞りなく

びん類の収集・運搬及び再資源化業務が履行されており、その履行の対価として、

委託料が期限内に適正に支出されていることを確認した。また、引取業者への搬入

費用は事業者Ａが負担しており、加古川市が支払う当該委託料に変更はない。 

したがって、本件委託契約の変更方法は不適法であるとしても、業務不履行等に

より、加古川市に具体的な損害が発生した、又は損害が発生するおそれがあるとは
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認定できない。 

 

（４）まとめ 

以上のことから、本件委託契約の変更方法については不適法であるが、本件業務

は遅滞なく履行されており、かつ、本件委託契約の履行により加古川市に損害が発

生しておらず、また、損害が発生するおそれがあるとは認定できないことから、本

請求は住民監査請求の対象とならない。 

よって、結論のとおり判断する。 

  

６ 監査委員の意見 

本請求に対する監査結果は、前述のとおりであるが、以下の点について意見を述べ

る。 

本件委託契約については、入札に付した本件仕様書に記載の業務内容とは異なる業

務処理を行うことを、事業者Ａと加古川市が合意し、履行期間の５年の間、本件仕様

書に記載の業務内容を変更して履行していることが確認された。しかし、契約の適正

な履行を確保する観点からは、発注者と受注者との間に合意があるとしても、書面を

取り交わしていないまま仕様書に記載の業務内容を変更していたことは、不適法であ

る。かかる行為は、加古川市の行財政運営に関し、公正性、公平性、透明性等が求め

られる中、市民に対して疑念を抱かせかねないものである。 

本件委託契約の履行期間は令和２年３月３１日までであるが、本件業務内容は、市

民生活にとって欠かせないものである。また、今後も委託方式により継続されると見

込まれる。そのため、加古川市においては、委託契約書及び仕様書の内容を精査し、

適正な契約手続による契約の締結及び履行に努め、市民への説明責任を果たされるこ

とを要望する。 


